
１　業　務　名

２　委託期間 まで

３　業務の目的

４　業務内容

①　履行場所及び調査対象物

※調査部位、検体数は概ねの目安とする。

②　調査項目（●を適用する）

資料調査（一次スクリーニング） 目視調査（二次スクリーニング）

検体採取 分析調査（定性） JIS A 1481-1

分析調査（定量） JIS A 1481-3 分析調査報告書作成

事前調査報告書作成

③　調査日時等
検体採取作業方法等詳細については、発注者及び受注者の協議により決定するが
原則下記のとおりとする。

・施設利用者への影響が最小となる時間帯
　（土日祝日の可能性もある）

④　調査方法

５　報告事項

　アスベスト調査業務は、石綿障害予防規則その他関係法令に基づき、以下の調査を行
う。

●

備考調査部位 検体数 採取物

佐久市役所 庁舎 床・壁・天井等 20
塗料、

ボード、
モルタル等

接着剤含む

市内観光施設
（６施設）

観光施設

床・壁・天井等

アスベスト含有調査業務仕様書

令和８年度　旧臼田小学校等アスベスト含有調査業務（単価契約）

契約締結の日から 令和9年3月19日

　本業務は、建築物（工作物を含む）の建材の「アスベスト使用の有無」について調査
を行うことを目的とする。

施設名 建物用途

旧臼田小学校 学校

調査は、厚生労働省・環境省「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛
散漏えい防止対策徹底マニュアル（最新版）」及び厚生労働省「石綿則に基づく事前
調査のアスベスト分析マニュアル（最新版）」により実施する。

● ●

● ●

○ ●

受注者は、調査報告書（１部＋PDFデータ）を発注者に提出する。各調査報告書には、以
下の内容を記載すること。
（１）分析調査報告書
　・調査個所、調査対象建材及びアスベスト含有の有無
　・調査個所が分かる図面及び写真
　・アスベスト含有の有無を判断した根拠（検体採取及び分析調査のみ実施の場合を
　　除く）
　・分析調査を行った場合は、分析結果、採取年月日、検査方法及び単位

18
塗料、

ボード、
モルタル等

市内児童館
（１施設）

児童館 床・壁・天井等 30
塗料、

ボード、
モルタル等

市内公立保育園
（９施設）

保育園

床・壁・天井等 16
塗料、

ボード、
モルタル等

接着剤含む

担当課

総務課

総務課

子育て支援課

子育て支援課

観光課

接着剤含む

接着剤含む

接着剤含む床・壁・天井等

塗料、
ボード、

モルタル等
100



６　入札方法

７　特記事項

８　その他

（１）受注者は、本業務の実施にあたり、労働安全衛生法その他関係法令に従い、常に
　安全 に留意して現場管理を行い、災害及び事故の防止に努めること。
（２）受注者は、その内容に応じ、必要な知識及び技能を有する者を従事させること。
　　 なお、法令により業務を行う者の資格が定められている場合は、当該資格を有する
　者が業務を実施すること。
（３）受注者は、検体採取に際して、施設利用者の日常生活において検体採取部分の
　影響が最小となるような手法を選択するなどの配慮をすること。
（４）受注者は、事故及び検体採取部分以外の建物、器物の損傷防止に努めなければ
　ならない。業務実施中に事故及び検体採取部分以外の建物、器物等を損傷し、または
　物品を紛失したときは、受注者はその賠償の責を負わなければならない。
（５）検体数が増減することが判明した場合は、発注者と受注者で協議のうえ清算するもの
　とする。

　この仕様書に記載のない事項、又は解釈に疑義が生じた場合は、発注者と受注者で協
議のうえ決定する。

（１）入札書は別紙様式を使用すること。
（２）入札金額は、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額とする（税抜金額）。
（３）入札金額が、予定価格の範囲内であり、かつ、最低の価格で入札した者を落札者と
　する。

（２）事前調査報告書
　・調査終了日
　・事前調査を行った部分（調査範囲）
　・材料ごとの石綿等の使用の有無及び石綿等が使用されていないと判断した材料に
　　あっては、その判断根拠資料
　・詳細調査表（各調査対象区画の仕上げおよび石綿等の使用の有無を確認できるもの）
　・アスベスト含有建材の使用箇所を示す平面図
　・調査者資格者証


